
令和５年度 第３回行財政改革推進本部会議要旨 

日時：令和５年８月１日（火） 

午前９時３０分～午前１０時３０分 

会場：庁議室          

 

１ 審議事項 

（１）第三セクターの経営状況等について 

①経営状況について 

以下の第三セクターについて事業概要、経営目標、財務状況、及び法人に対する市

の関与の考え方について、所管部局より説明。 

ア 公益財団法人石巻地域高等教育事業団 

イ 株式会社かほく・上品の郷 

ウ 一般社団法人おしかパブリックサービス 

エ 公益財団法人慶長遣欧使節船協会 

オ 一般社団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンター 

カ 株式会社街づくりまんぼう 

キ 公益財団法人石巻市芸術文化振興財団 

ク 石巻産業創造株式会社 

ケ 網地島ライン株式会社 

 

②第三セクターに関する指針に基づく経営健全化の検討・方針策定の必要性について 

今年度については、指針に示す判断基準に該当する法人がないため、経営健全化の

検討・方針策定を行わないこととする。 

 

 

２ 報告事項 

（１）債権管理に関する状況について 

平成３０年３月に「石巻市債権管理基本方針」を策定しており、本方針に基づき、全

庁的に市債権の適正な管理を行い、行政サービスを受ける市民負担の公平性や財源の確

保を図るため、債権管理に関する状況について、取りまとめて報告したもの。 

 

（1）主な内容 

令和４年度決算に係る６３債権（新規７件）について、収入未済額、債権管理マニュ

アル・債権管理台帳の整備状況等の債権管理状況を取りまとめ報告する。 

 

 



【収入未済額等の状況】 

 

【債権管理マニュアル・債権管理台帳の整備状況】  

 マニュアル 台帳 

整備されている 45（47） 56（60） 

Ｒ５年度整備予定 10（2） 6（0） 

Ｒ６年度以降整備予定 1（3） 1（1） 

部分的に整備されている 7（6）  

計 63（61） 63（61） 

※（ ）は昨年度 61債権の内訳 令和４年度整備予定含む。 

※ なお、Ｒ４年度整備予定であった債権の内、一部の債権については、Ｒ５年度整

備予定となっている。 

【滞納債権の縮減に向けた対応】 

・少額の債権、特に現年度分に係る督促・催告等の早期の対応 

・収入未済件数が５０件以上、収入未済額が５０万円以上の債権について管理マニュア

ルを整備 

・各課における債権管理マニュアルの適正な執行 

・債権管理に関する研修会の実施 

・事務手順等に関する情報の庁内連携の強化 

 

（2）今後の予定 

令和５年１１月 債権管理に関する研修の実施 

令和６年 ８月 令和５年度末の債権管理状況の行財政改革本部への報告 

 

３ その他 

（１） 電気料金の状況について 

昨年度と比較し、約１億７千万円の増。今年度は割引額もなくなるので、一層の省エ

ネをお願いしたい。夏の省エネキャンペーンへの協力もお願いしたい。 

以 上 

    
収入未済額

（円） 

収入未済件数

（件） 

不納欠損額

（円） 

不納欠損件

数（件） 

R４年度 

現年度 748,229,410 34,662 7,551,198 75 

滞納繰越 1,860,520,198 78,077 232,651,844 22,112 

合計 2,608,749,608 112,739 240,203,042 22,187 

R３年度 

現年度 796,295,093 37,246 8,041,180 85 

滞納繰越 1,733,779,291 91,353 183,186,406 15,997 

合計 2,530,074,384 128,599 191,227,586 16,082 

前年度対比 

（R4 年度-R3

年度） 

現年度 ▲48,065,683 ▲2,584 ▲489,982 ▲10 

滞納繰越 126,740,907 ▲13,276 49,465,438 6,115 

合計 78,675,224 ▲15,860 48,975,456 6,105 


